
救命艇の品質改善に関する調査研究 
(平成 16 年度)(抄) 

 

１．事業目的 

救命艇は、従来より、広く使用されている救命設備であるが、操練時や船舶検査時な

どに離脱フックの誤作動、誤操作等に起因する救命艇落下事故により死傷者が出たり、

耐火救命艇の空気ボンベの破裂事故等、様々な事故が発生している。これらの事故は、

その大部分が機器の構造に起因するもの、操船者の機器に対する不慣れ、確実なメンテ

ナンスが行われていないこと等が原因になっているものと考えられる｡いずれにしても、

同じようなことが旅客船等においても起こることが予想され、これらの事故を未然に防

止するため、これらの救命艇関係の事故について調査し、事故原因の解析等を通じて、

より安全性を確保する観点から、早急に対処すべき品質改善策等を策定し、海上におけ

る船舶及び人命の安全確保に資する。 

 

２．事業の内容(計画) 

平成１６年度は､１５年度の成果をもとに最終年度として、次により調査研究を進める。        

（１）改善を施した離脱装置を用いた検証試験の実施 

平成１５年度におけるモックアップ試験によって得られた結果をもとに、改善を

施した離脱装置を救命艇に取り付け、揚げ降ろし装置を用いて、システム全体とし

て検証試験を実施し、その安全性・確実性を評価・確認する。 

（２）救命艇及び揚げ降ろし装置の品質改善に関する総合的な安全対策の検討 

平成１５年度に作成した救命艇及び揚げ降ろし装置の操作方法及び整備方法原案

をもとに、１６年度に実施するシステム全体の試験の結果をも取り入れ、救命艇及

び揚げ降ろし装置の総合的な安全対策をとりまとめる。 

 

３．事業の実施結果及び成果 

３.１ 実施結果 

本事業を実施するにあたっては、委員会を３回、作業部会を４回開催し、次のと

おり、検討、調査、試験等を実施した。 

（１）離脱装置の検証試験の実施、評価・解析 

平成１５年度に実施した改良型離脱装置のモックアップ（実物大模型）の操作

試験結果をもとに、平成１６年度は、更に人間工学的検討を加え、改善を施し、

救命艇に取り付け、検証試験を実施した。その結果、改善を施した改良型離脱装

置は、離脱操作の未経験者でも確実に操作が可能な分かりやすいシステム（装置）

であることが確認された。 

（参考）改善を施した改良型離脱装置を写真１～２に示す。 

 



（２）救命艇及び揚げ降ろし装置の安全対策の検討 

① 操作・整備方法の検討 

救命艇及び揚げ下ろし装置を含めたシステム全体の事故防止を図る観点から、

また、国際海事機関（IMO）において救命艇落下事故等の防止対策を論議、検討

している平成１６年３月開催の DE47（設計設備小委員会）からの要請に応える

ため、平成１５年度に作成した離脱装置に関する操作整備マニュアルを拡大し、

揚げ降ろし装置を含んだ救命艇システム全体の標準的な操作整備マニュアル案

を作成し、それにもとづき、操作整備マニュアル作成指針を平成１７年２月開催

の DE48 に提案した。 

② 品質改善方策の検討 

実船に搭載された救命艇の進水・回収作業状況を調査解析するとともに、救命

艇降下時の視界の改善、固縛方法等について試験を行い、救命艇システムの品質

改善方策を検討した。 

（参考）救命艇降下時の視認改善方策検討のために施したコック

ピット側面窓を写真３～４に示す。 

③ 総合的な安全対策の検討 

２ヶ年にわたり実施した改良型離脱装置の設計・試作・実証試験、救命艇シ

ステムの操作整備マニュアル等の作成、品質改善方策の検討の結果をもとに、

救命艇及び揚げ降ろし装置を含んだ救命艇システムに関して、ハード面及びソ

フト面から総合的な安全対策をとりまとめた。 

 

（３）報告書・操作整備マニュアルの作成 

以上の結果をもとに、２ヶ年にわたる事業成果をとりまとめ、報告書を 230 部

作成し、会員をはじめ、海事関係者等へ広く配布した。また、前述のように救命

艇システムの操作整備マニュアルを作成し、報告書に収録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 改良型離脱装置（離脱フック） 

 

 

 

 

 

 

写真１ 改良型離脱装置（操作ハンドル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ コックピット側面窓（外観）    写真４ コックピット側面窓（艇内） 

 

３.２ 事業の成果 

初年度に設計・試作した改良型離脱装置について、本年度、更に改善を施し、救

命艇に取り付け、検証試験を実施した結果、改善を施した改良型離脱装置は、確実

に操作が可能な分かりやすいシステム（装置）であることが実証された。 

また、国際海事機関（IMO）における救命艇落下事故等の防止対策の論議、検討に



資するため、初年度に、離脱装置に関する操作整備マニュアルの標準化ガイドライ

ンを平成１６年３月開催の DE47（第 47 回設計設備小委員会)に提案したのに引き続

き、本年度は、揚げ降ろし装置を含んだ救命艇システム全体の操作整備マニュアル

を作成し、平成１７年２月開催の DE48 に提案した。審議の結果、基本的に各国から

支持され、今後操作整備マニュアル作成指針が策定される予定となった。 

また、救命艇及び揚げ降ろし装置を含んだ救命艇システムについて、ハード面、

ソフト面から品質改善に関する総合的な安全対策を検討、とりまとめた。 

 

以上により本調査研究の目標を達成することができた。 
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